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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年６月２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

   委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月１５日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 北海道羅臼町羅臼灯台から真方位０３４°９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４４°０９.７′ 東経１４５°２０.２′） 

事故調査の経過 平成２２年１２月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第五十八孝与
こうよ

丸、１９トン 

ＨＫ２－２１４４３、個人所有 

１７.７０ｍ（Lr）×４.１８ｍ×１.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１９０（漁船法馬力数）、平成２年７月５日 

Ｂ 漁船 第五十一八紘
はっこう

丸、１９トン 

ＡＭ２－５５１４（漁船登録番号）、個人所有 

１７.６４ｍ（Lr）×４.３７ｍ×１.７３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６７０kＷ、昭和６１年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年９月２４日 

免許証交付日 平成１８年４月５日 

（平成２３年７月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年１２月１１日 

免許証交付日 平成２２年１月１２日 

（平成２８年１月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に凹損 

Ｂ バルバスバウに破口を伴う凹損 

 事故の経過 

 

Ａ船は、ほっけ刺し網漁の目的で、船長Ａほか４人が乗り組み、羅臼

町知円別漁港北東方沖で、船長Ａが単独で操船に当たり、北方への潮流

により船首が南方を向いた状態で南東進しながら揚網作業を開始した。 

船長Ａは、レーダーにより、左舷船尾方約１.５Ｍにいか釣り漁船と思

われる３隻の映像を探知し、その後、動静を監視していたところ、３隻

の内の１隻であるＢ船が、Ａ船に向けて接近してくることをエコートレ

イル機能による航跡表示で知った。 
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船長Ａは、Ｂ船の右舷灯及び左舷灯を交互に視認したことから、Ｂ船

が蛇行しながら接近してくることを知ったが、揚網作業中であったた

め、船の長さ程度しか移動できず、大きく避航動作をとることができな

かった。 

Ｂ船は、いか一本釣り漁の目的で、船長Ｂほか２人が乗り組み、船長

Ｂが単独で操船に当たり、知床岬北東端の東方海域を発進して魚群探索

を行いながら、多数散在する操業船の間を縫うように南西進を続け、羅

臼灯台の北東方１２Ｍ付近に至った頃、操業を終えて羅臼漁港に帰港す

ることを決めた。 

船長Ｂは、羅臼町羅臼漁港に向けて定針しようとしたところ、右舷船

首約１０°約３Ｍ地点に他船のレーダー映像を認めたが、エコートレイ

ル機能には航跡表示がなかったことから、同船は停止しているものと思

い、自動操舵のまま、約２１０°（真方位、以下同じ。）の針路に定針し

て続航した。 

船長Ｂは、散在する操業船間を通過し終えて定針できたことから、気

が緩んだ。 

Ｂ船は、北東からのうねりの影響により蛇行しながら、約２１０°の

針路、約１０ノットの速力で航行を続けているうち、船長Ｂがいつしか

居眠りに陥った。 

両船は、平成２２年１０月１５日０４時３０分ごろ、羅臼灯台から

０３４°９Ｍ付近で、Ａ船の左舷船首部とＢ船の船首部が衝突した。 

衝突後、両船は、互いに負傷者がいないこと、及び航行に支障がない

ことを確認し、Ａ船は操業を終えたのち、Ｂ船は漁業協同組合関係者に

事故を通報したのち、それぞれ自力で帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：北東方からの高さ約２ｍのうねり 

 その他の事項 Ａ船は、モーターホンを装備していたが、Ｂ船に対して警告信号を発

しなかった。 

船長Ａは、これまでにも揚網中に羅臼漁港へ帰航中のいか釣り漁船と

行き会うことがあったが、いか釣り漁船側が揚網中のＡ船を避航してい

たことから、Ｂ船がＡ船を避けるものと思っていた。 

Ｂ船は、平素日曜日を休日としていたが、本事故発生前の１０月１０

日（日）に船長Ｂが単独で操船して根室市花咲港から羅臼漁港へ回航し

た上、羅臼漁港着後は好天が続いたため、連日、操業を繰り返してお

り、平均睡眠時間は３～４時間であり、疲労が蓄積していた。 

Ｂ船は、花咲港では昼間にいか漁を行っていたが、羅臼漁港に回航後

は、夜間の操業に切り替えていた。 

船長Ｂは、平素、前路に他船がいるときは、レーダーのＡＲＰＡ（衝

突予防援助装置）機能を作動させ、接近した場合に警報が鳴るようセッ

トして航行していたが、本事故時は同機能を作動させることを失念して

いた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は揚網作業中、Ｂ船は自動操舵により南西
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進中、単独で操船中の船長Ｂが居眠りに陥ったた

め、前路で揚網作業中のＡ船に向けて航行し、羅

臼灯台北東方沖において、両船が衝突したものと

考えられる。 

船長Ｂは、休日を利用してＢ船の回航を行い、

その後も睡眠不足の状態で連日操業を行っていた

こと、及び昼間の操業から夜間の操業に切り替え

て生活サイクルの変化に体が慣れていなかったこ

とから、疲労が蓄積していたものと考えられる。 

船長Ｂは、疲労が蓄積していたこと、及び散在

する操業船間を通過し終えて定針でき、気が緩ん

だことから、居眠りに陥ったものと考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船を避けるものと思い込ん

でいたことから、Ｂ船に対して警告信号を発しな

かったものと考えられる。 

船長Ａが警告信号を発していれば、船長ＢがＡ

船に気付き、本事故の発生を回避できた可能性が

あると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、羅臼灯台北東沖において、Ａ船が揚網作業中、Ｂ船

が自動操舵により南西進中、単独で操船中の船長Ｂが居眠りに陥ったた

め、Ｂ船がＡ船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

 




